
○農政改革の現状

 １．国の政策の流れ 

我が国の農業政策の方向性を示すものとして、平成１７年３月に出された「新たな食料・農業・農村基本計画」にお

いては、一段の「農業政策改革の進展」というものが明記されています。 これまで、「全農家」を対象とし、品目毎の

価格に対して講じてきた対策を、「担い手」だけに対象を絞り、経営所得に着目した対策に転換するなど、農業政策と

しては、戦後の農政を根本から見直すものとなっています。 

また、現在進めている「生産調整対策」や平成19年度からの「新たなる野菜経営安定対策」も「担い手支援型」とし

て見直されており、さらに、産業政策（営農上の“生産”や“経営”と言った部分）と地域振興政策（生産を行う上での

生産基盤、“農道”農業用施設“”環境保全“と言った部分）を区分して分けた施策を行う観点から、「農村地域支援

策」を新たに導入することとなり、この一連の「政策改革」は、広範かつ大規模なものになっています。 

 

２．問題点と方向性 

今回の政策改革は、農業従事者の減少・高齢化、耕作放棄地の増大など山積する問題を抱えた、我が国農業・

農村が、脆弱化や消滅といった危機的な状況にある中で、様々な形態の構成員からなる地域農業を、「担い手を中

心として、地域の合意に基づき再編しよう」とするものです。 

それは同時に、食料の安定供給のほか、国土・自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承といった農業・

農村の持つ多面的機能の維持・発揮につながるとともに、世界レベルでの日本農業の確立を目指すものであると言わ

れています。 
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○「農地・水・環境保全向上対策」とは･･･

１．事業の内容として 

本事業は、「農地・水・環境の良好な保全と質的な向上を図る」という目的でつくられており、「環境を

地域の共同活動で守る取り組み」と「農産物生産における環境保全の取組み」に分かれています。 具

体的には、農村環境を含めた農地・農業用施設などの資源を、地域みんなの共同活動で保全するという

取組みが基盤であり、この活動によって守られた農地で、営農上の環境保全向上に取組むことが出来る

形となっており、その活動対しての支援金が交付されるという、二階建方式の事業になっています。 対

象地域は、農業振興地域内の農用地（阿蘇市においては、田・畑）が対象です。その対象地域において

「地域環境の保全向上活動」があってこそ成り立つものであるということで、「地域」の重要性が伺えますし、

その上にある営農上の環境保全は、農業者の一丸となった「安全・安心への取組み」が尚一層求められ

ているということになります。 
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地域による共同活動の必要性は･･･ 

阿蘇市においては、「農業」と「観光」という産業の二本の柱がありますが、「農業」においては本市のほ

ぼ全域が少なからず関係を持っています。 「地域があって農業が在り、農業があって地域が成り立つ」と

いう言葉がありますが、荒廃した地域や集落からは人が離れていくことは否めません。 そこで、地域や集

落を荒廃から守るためには、地域全体としてのバックアップも非常に重要であると考えています。 本政策

の共同活動の基本的な考え方は、農家だけでなく集落・地域住民、言わば非農家と農家が一緒に維持

保全活動をやっていくことが前提となっており、みんなでの取組みが必要になっています。 

 




